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長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
泉
健
太
君
提
出
動
物
霊
園
（
ペ
ッ
ト
霊
園
）
事
業
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
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を
送
付
す
る
。

平
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九
日
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二
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号



衆
議
院
議
員
泉
健
太
君
提
出
動
物
霊
園
（
ペ
ッ
ト
霊
園
）
事
業
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

政
府
に
お
い
て
は
、
お
尋
ね
の
「
動
物
霊
園
事
業
」
の
規
制
等
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
事
務
を
所
管
す
る
部
局

は
、
存
在
し
な
い
。

ま
た
、
「
動
物
霊
園
事
業
」
に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
る
動
物
の
死
体
に
関
す
る
法
律
は
、
存
在
し
な
い
。

二
に
つ
い
て

動
物
に
つ
い
て
は
、
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
は
、
適
用
さ
れ
な
い
。

三
に
つ
い
て

「
動
物
霊
園
事
業
」
に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
る
動
物
の
死
体
は
、
宗
教
的
及
び
社
会
的
慣
習
等
に
よ
り
埋
葬
及
び
供
養
等

が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
社
会
通
念
上
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三

十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
汚
物
又
は
不
要
物
」
に
該
当
せ
ず
、
よ
っ
て
、
同
項
に
規
定
す
る
「
廃
棄
物
」
に

は
当
た
ら
ず
、
同
法
に
よ
る
規
制
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

ま
た
、
政
府
に
お
い
て
は
、
当
該
死
体
に
関
す
る
規
制
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
事
務
を
所
管
す
る
部
局
は
、
存

一



在
し
な
い
。

四
に
つ
い
て

政
府
に
お
い
て
は
、
「
動
物
霊
園
事
業
」
に
係
る
お
尋
ね
の
「
火
葬
場
」
の
調
査
を
行
っ
た
こ
と
は
な
い
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
法
律
は
存
在
せ
ず
、
よ
っ
て
、
お
尋
ね
の
「
施
設
の
設
置
及
び
管
理
運
営
」
に
つ
い
て
政
府
に
よ
る
許
可
等
の

制
度
は
存
在
し
な
い
。

六
に
つ
い
て

政
府
に
お
い
て
は
、
お
尋
ね
の
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
把
握
し
て
い
な
い
。

七
及
び
八
に
つ
い
て

政
府
に
お
い
て
は
、
お
尋
ね
の
件
数
、
制
定
時
期
及
び
地
方
公
共
団
体
名
に
つ
い
て
把
握
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
「
動
物
霊
園
事
業
」
に
つ
い
て
、
現
段
階
に
お
い
て
は
、
新
た
な
法
整
備
を
必
要
と
す
る
と
は
認
識
し
て
お
ら
ず
、

政
府
と
し
て
特
段
の
対
応
を
要
す
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

二


